
1/2 

大阪府警察公印管理規程 

平成13年８月31日 

本部訓令第27号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、大阪府公安委員会公印規則（昭和58年大阪府公安委員会規則第14号。以下「公

印規則」という。）に定めるもののほか、大阪府警察における公印の管理に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

（種別、名称、規格等） 

第２条 大阪府警察において使用する公印の種別は、次のとおりとする。 

(１) 一般公印 一般的な用途に使用するもの 

(２) 専用公印 特定の用途に使用するもの 

２ 前項の公印の名称、規格及び専用公印の用途は、公印表（別表）のとおりとする。 

（備付所属） 

第３条 公印は、次に掲げる公印の区分に応じ、当該各号に定める所属に備え付けるものとする。 

(１) 公印規則に定める一般公印並びに本部印、本部長印及び副本部長印 総務部総務課（以下「本

部総務課」という。） 

(２) 部印及び部長印 各部の庶務担当課 

(３) 所属印及び所属長印 該当する所属 

(４) 高度情報推進局印及び高度情報推進局長印 高度情報推進課 

(５) 大阪市警察部印及び大阪市警察部長印 犯罪対策戦略本部 

(６) 堺市警察部印及び堺市警察部長印 第五方面本部 

(７) 専用公印 当該公印の用途に係る事務を処理する所属 

（総括責任者） 

第４条 大阪府警察に公印総括管理責任者（以下「総括責任者」という。）を置く。 

２ 総括責任者は、総務部長をもって充てる。 

３ 総括責任者は、公印台帳（別記様式第１号）を備え付け、公印の管理に関する事務を総括する。 

（公印管理責任者） 

第５条 所属に公印管理責任者を置く。 

２ 公印管理責任者は、所属長をもって充てる。 

３ 公印管理責任者は、所属における公印を適正に管理する。 

（公印取扱責任者） 

第６条 所属に公印取扱責任者を置く。 

２ 公印取扱責任者は、大阪府警察行政文書管理規程（平成13年大阪府警察本部訓令第23号。以下「行

政文書管理規程」という。）第６条に規定する文書主任者（公印規則に定める一般公印については、

行政文書管理規程第８条に規定する文書主任者）をもって充てる。 

３ 公印管理責任者は、必要があるときは、別に公印取扱責任者を指定することができる。 

４ 公印取扱責任者は、公印管理責任者の指揮監督を受けて、公印の使用、保管等に関する事務を処

理するものとする。 

（公印の異動） 

第７条 公印の新調、改刻又は廃止（以下「異動」という。）は、総括責任者が行う。 

２ 公印管理責任者は、必要があるときは、総括責任者に公印の異動（廃止を除く。）を申請するこ

とができる。 

３ 前項の規定による申請は、公印新調・改刻申請書（別記様式第２号）により行うものとする。 

（公印の登録） 

第８条 公印は、異動の都度、本部総務課において公印台帳に当該公印の印影を登録するものとする。 

（使用） 

第９条 公印を使用するときは、押印すべき文書に決裁が終了した行政文書を添えて、公印取扱責任

者に提示し、押印すべき文書への押印を請求するものとする。 

２ 公印取扱責任者は、提示された文書等を照合確認の上、押印するものとする。 

（職務代行の場合の公印使用） 
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第10条 警察本部長、副本部長、部長（市警察部長を含む。）、高度情報推進局長及び所属長に事故

があるため、他の職員が事務代理、事務取扱等を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、

その職務を代行される者の公印を使用するものとする。 

（印影印刷等） 

第11条 公印管理責任者は、公印の印影を印刷し、又は公印を事前に押印する必要があるときは、総

括責任者の承認を受けて、その印影を印刷し、又は事前に押印することができる。 

２ 公印管理責任者は、前項の承認を受けようとするときは、その都度、公印印影印刷等承認申請書

（別記様式第３号）に承認を受けようとする文書の写し等を添えて総括責任者（本部総務課）に提

出しなければならない。 

３ 公印の印影を印刷し、又は公印を事前に押印した用紙は、原則として公印取扱責任者が厳重に保

管するとともに、その使用状況を明らかにしておかなければならない。 

（電子印） 

第12条 公印管理責任者は、電子計算機を利用して文書を作成する場合において、当該電子計算機に

より、公印の印影を電磁的記録媒体（電磁的方法により情報を記録することができる物をいう。以

下同じ。）に記録し、その記録した印影を出力したもの（以下「電子印」という。）を使用する必

要があるときは、総括責任者の承認を受けて、電子印を使用することができる。 

２ 前項の規定による電子印の使用に当たっては、当該電子印に係る印影の改ざんその他不正使用を

防止するための措置を講じなければならない。 

３ 公印管理責任者は、第１項の承認を受けようとするときは、電子印使用承認申請書（別記様式第

４号）に電子印を使用しようとする文書の写し等を添えて総括責任者（本部総務課）に提出しなけ

ればならない。 

４ 公印管理責任者は、電子印の使用を廃止したときは、速やかに当該電子印に係る印影を記録した

電磁的記録媒体から当該印影を消去するとともに、電子印廃止報告書（別記様式第５号）により総

括責任者（本部総務課）に報告しなければならない。 

（保管） 

第13条 公印は、常に印箱に納め、使用しないときは、施錠できる金庫等に保管しなければならない。 

（事故報告） 

第14条 公印管理責任者は、公印の盗難、紛失、偽造、盗用等の事故が生じたときは、公印事故報告

書（別記様式第６号）により、速やかに総括責任者（本部総務課）に報告しなければならない。 

（不用公印の廃棄） 

第15条 改刻又は廃止により不用となった公印は、公印返納書（別記様式第７号）により、速やかに

総括責任者（本部総務課）に返納しなければならない。 

２ 前項の規定により返納のあった公印は、特に保存する必要がある場合を除き、本部総務課におい

て廃棄するものとする。 


